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地表面から拾ったものである
その資料は…

前提　拾得地の土地所有者が、その場への立ち入りを許可していること
＊他人の田畑への正当な理由のない立ち入りは勾留又は科料に処される対象［軽犯罪法第 1条、公訴時効は 1年］

無主物である

無主物先占により取得
［民法第 239 条］

警察署長への提出
＊拾得者は 1週間以内に届け出なければ所有権取得権利を喪失し、

物品は都道府県帰属になる［遺失物法第 34条］。

yes
埋蔵文化財調査のため発掘は要届出
［文化財保護法第 92 条］

埋蔵文化財調査以外での包蔵地発掘も要届出
［文化財保護法第 93 条］

期間内に提出した 未提出

警察署での手続き、
3ヶ月の公告期間を経て、
（埋蔵物の場合は 6ヶ月）
遺失者が判明しなければ
拾得者が所有権を取得
（埋蔵物の場合は
   拾得者と土地所有者で折半）
     ［民法第 240 条、第 241 条］

20 年で時効取得
所有意思をもって平穏に公然と占有を継続した場合［民法 162 条］。
取得時に善意かつ無過失の場合は 10 年で時効取得となるが、
遺失物法の手続きをしていないため、無過失と判断されるか不明。

遺失物等横領罪に問われる可能性に注意［刑法第 254 条、公訴時効は 3年］
「贓物故買横領贓物収受被告事件」で同罪と判決。
同判決では古墳出土品は無主物ではないとしていることにも注目。

yes no

no：埋蔵物と判断（耕作中の出土等）

無主物である
yes no

警察署長への提出
未提出 埋蔵物として期間内に提出した

都道府県教育委員会により
文化財として鑑査

警察署長が文化財である可能性を想定
しなかった した

されなかった された

※無主物
所有者のない動産・不動産
［民法第 239 条］

警察署長
へ差し戻

し

当該都道府県教委による鑑査へ
［文化財保護法第 101 条・第 102 条］

都道府県帰属となる
（所有者が判明しない場合）

［文化財保護法第 105 条］

拾得物返還あるいは提出の義務
［遺失物法第 4条］

発見者または土地所有者への譲与
都道府県帰属となった場合の報償金の支給
［文化財保護法第 105 条］の代わりに
当該文化財を発見者または土地所有者へ
譲与することができる［文化財保護法 107 条］。
（保存・効用の観点で都道府県帰属の必要があ
る場合は除く）

伊藤（2013）の見解

贓物故買
横領贓物

収受被告
事件で

否定され
た見解

譲与の可能性
［文化財保護法第 107 条］

個人が採集した考古資料の所有をめぐるフローチャート

表面採集した考古資料は誰のものか
資料散逸を防ぎ、適切に保管するための考え方の整理
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本発表は、課題を整理し、考古学・博物館・文化財等の現場における共通認識を築こうとするための整理・問題提起であり、明確な結論には至っていない。
資料を適切に保管してゆくため、会員諸賢のご教示、ご批判を乞う次第である。

　フローチャートの中で見解が分かれる一つのポイントは、対象を「無主物」と見なすか
否かであろう。小学生が採集した 1世紀後半の青銅鏡を、「所有者がいないことが明らか」
として無主物と理解する考え［伊藤2013］がある一方、古墳を発掘し出土した鏡や刀等を売
買した者が遺失物等横領の罪に問われ、「無主物ゆえに無罪」を主張したものの、所有権継
承者が不明なだけで無主物ではないとして却られ、同罪に処された事例もある［1933年「贓
物故買横領贓物収受被告事件」］。
　無主物であれば遺失物法の手続きを踏まずに発見者が所有権を取得できる。しかし、今
日の発掘調査において、出土資料に対して遺失物法及び文化財保護法にもとづく手続きが
求められていることを考えると、一概に無主物と捉えることは容易でないように思える。実
際には、この手続きを実施することで、遺失物等横領の罪に問われるリスクを回避するとと
もに、出土資料一点一点に対し無主物か否かを判断する非現実的とも思える作業からも回
避しているとも言えよう。

無主物か？
　個人が考古資料を表採した後に手続きを行っているかどうかの実態を調べることは容易でな
いが、少なくとも発表者の過去の勤務先博物館での経験や業界内での意見交換等で知り得た範
囲においては、遺失物法の手続きをした上で所有権を得たという事例は一例も知らない。
　遺失物法の手続きによる取得以外で、それらの物件を寄贈申入者が所有すると判断する
根拠としては時効取得が妥当だと考える。採集後、20 年間にわたり資料を保管し続けるこ
とで時効取得となる（善意かつ無過失と判断されれば 10 年）。時効取得し採集者の所有物となっ
た考古資料であれば、それを博物館に寄贈することに問題はない。
　一方、時効取得となるまでの期間の所有権をどう考えれば良いか。あるいは、その期間
に寄贈を申し入れられた場合、博物館はどのような理解の仕方によって寄贈を受けるのが
適切かは悩ましい。博物館が資料を引き取った後、同館が時効取得するまで保管するとい
う考え方も有り得るかも知れないが、時効取得となるまでの期間は遺失物等横領に加担し
ていると見なされるリスクも捨てきれず、最適な方法と言えるかは疑問が残る。

時効取得か？

博物館では、個人が収集した考古資料の寄贈申し入れの相談を受けることがしばしばある。博物館が寄贈を受けるためには、寄贈申入者が当該物件の所有者である
必要があるが、個人が収集した考古資料の多くは表面採集（表採）によるものであり、その所有権の判断が難しいことが少なくない。また、表採考古資料の所有権に関
して、行政による指針や関連研究等も管見にして知らず、ウェブサイト等を眺めてみても必ずしも共通理解に至っていないように見受けられる。
　発表者は過去に公立博物館に勤務していたが、寄贈受け入れ時に当該物件の所有権をどのように理解すればよいか判断に悩むことがあった。イコム職業倫理規定に
おいても、資料取得時には当該資料の由来の適法性確認のためのあらゆる努力が求められている［イコム日本委員会2004：セクション2.3 資料の由来と正当な注意義務］。しかし、
その確認、判断ができないがために寄贈を受け入れられず、みすみす資料散逸を招いたり、廃棄されてしまうような事態も避けたい。
　そこで本発表では、個人により表採された考古資料の所有に関して確認しておくべき点について、フローチャートでの整理を試みた。

博物館での寄贈受け入れ時の悩み


